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第１章 建築物等の用途の制限 

Ⅰ－１ 

「戸建住宅」を制限している地区で、店舗と一体となった住宅は建てられるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

「戸建住宅」を制限している地区で、店舗と一体となった住宅は建て方により建てられる場

合と、建てられない場合があります。 

店舗と一体となった住宅は建て方により、「兼用住宅」と「併用住宅」に分類されます。 

「兼用住宅」とは、住宅部分と非住宅部分が、構造的にも機能的にも一体となっていて、用

途的に分離しがたいものを指し、建築することができます。 

「併用住宅」とは、住宅部分と非住宅部分が、構造的又は機能的に分離できるもの（いわ

ゆる「複合用途の建築物」）を指し、建築することができません。 

兼用住宅における「構造的に一体」とは、住宅部分と非住宅部分を建築物の中で行き来

できるものとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兼用住宅における「機能的に一体」とは、住宅部分が非住宅部分を使用する者、又は従

事する者のための住居であることとされています。 

備考 

 

 

 

関連条文 

建築基準法質疑応答集【建築基準法研究会 編】 P４３８９ 

 

 

兼用住宅のイメージ 

（構造的に一体である建築物） 

併用住宅のイメージ 

（構造的に一体でない建築物） 

住宅部分 

非住宅部分

（店舗） 

住宅部分 

非住宅部分

（店舗） 

建物内部での行き

来があり、構造的

に分離していると

はいいがたい。 

建築 

できる 

建築 

できない 
「兼用住宅」⇒ 「併用住宅」⇒ 
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第１章 建築物等の用途の制限 

Ⅰ－２ 

共同住宅が制限されている地区において、改築の際に住戸数を増やすことはできるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

従前の規模（建築面積及び延床面積）であれば、住戸数を増やすことは可能です。 

しかし、地区計画として共同住宅の用途を制限する趣旨は、「ゆとりある低層戸建住宅地

を主とした良好な住環境の形成及び保全を図る」ことであることから、改築であっても住戸数

を増やさないことが望ましいと考えます。 

備考 

改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失

した後引続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のも

のと著しく異なるときは、新築又は増築となる。なお、使用材料の新旧は問わない。（通達 昭

和２８年住指発第１４００号（昭和２８年１１月１７日）） 

関連条文 

建築基準法第２条第１３号 

昭和２８年住指発第１４００号（昭和２８年１１月１７日）通達 
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第１章 建築物等の用途の制限 

Ⅰ－３ 

「マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに

類するもの」の用途を制限している地区に、ゲームセンターを建築することはできるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

ゲームセンターには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十

三年法律第百二十二号）（以下「風営法」という）の適用を受けるものと、適用を受けないもの

に分けられます。 

風営法の適用を受けるゲームセンターは、「マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの」に該当します。 

一方、風営法の適用を受けないゲームセンターは、「遊技場」に該当します。 

よって、「マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの」の用途を制限している地区」では、「遊技場」を規制していないことから、

風営法の適用を受けないゲームセンターを建築することはできます。 

 

 

なお、建築物にゲーム機を設置した場合に、直ちに風営法の適用を受けるゲームセンタ

ーとなるとは限りません。風営法の適用を受けるか否かについては、警察署の判断となりま

す。 

備考 

 

関連条文 

建築基準法質疑応答集「建築基準法研究会 編」 P４３９８ 

  

建築 

できる 

建築 

できない 

ゲームセンターを 

建築したい・・・ 

遊技場 

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、 

勝馬投票券発売所、場外車券売場 

その他これらに類するもの 
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第１章 建築物等の用途の制限 

Ⅰ－４ 

畜舎が制限されている地区の複合商業施設内で、畜舎の用途に該当する規模のペットシ

ョップを、テナントとして新たに建築することはできるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

畜舎が制限されている地区では、テナントとして畜舎の用途に該当するペットショップを複

合商業施設内に建築することはできません。テナントであっても、地区計画で制限を受ける

用途の建築物は建築できません。 

 

備考 

畜舎の制限を受ける規模のペットショップとは、「動物の収容の用に供する部分の床面積

の合計が１５㎡を超える」ものが該当します。動物の収容の用に供する部分の床面積は、ペ

ットショップの床面積の中でも、動物を宿泊させるためのゲージを設置している部分の床面積

が対象であり、ペット関連用品を陳列する棚を置いている部分等の床面積は、これに含みま

せん。 

 

 

関連条文 

建築基準法第 68条の２第１項 

建築基準法第 87条 

流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第 5条 
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第１章 建築物等の用途の制限 

Ⅰ－５ 

建築物の用途を変更する際に、地区計画の届出は必要か。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 用途変更後の建築物の用途が「建築物の用途の制限」に適合しているものであれば、地区

計画の届出は不要です。 

 

備考 

地区計画の届出が不要の場合でも、用途変更に係る建築確認申請等の手続は必要とな

る場合があるので注意してください。 

 

 

関連条文 

都市計画法第５８条の２ 

都市計画法施行令第３８条の４ 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

Ⅱ－１ 

最低敷地面積に満たない土地をつくることはできるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 地区整備計画の中で、最低敷地面積の制限を規定している地区計画の区域において、最

低敷地面積を下回る規模の土地をつくり、使用収益することや分合筆、売買することは可能

です。 

 しかし、最低敷地面積を下回る規模となった土地は、建築物の敷地として使用することがで

きません。（建築物を建築することができません。） 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００㎡ １３５㎡ ６５㎡ 

敷地 A 敷地 A´ 

（建築可） 

敷地ａ 

（建築不可） 

【図：最低敷地面積１３５㎡の区域内でのイメージ】 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

Ⅱ－２ 

１筆に２つの敷地設定がある土地について、それぞれの敷地で建築物の建築は可能か。 

 

 

 

A                                     （R2.７．６策定）（R７.４．１改正） 

【事例１】 地区計画策定以前から、それぞれの敷地に建築物が建築されているケース 

（最低敷地面積 １３５㎡の地区の例） 

下図のように、敷地 A（２００㎡）、敷地 B（６０㎡）が１筆内にあり、敷地 A を１３５㎡として、

残りの６５㎡を敷地 Bに分配して敷地設定する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地 A及び敷地 B共に、建築物を建てることができます。なお、敷地 Bについては、地区

計画の届出の他に、既存土地確認依頼書を提出する必要があります。 

 

 

【事例２】 地区計画策定以前から、いずれかの敷地に建築物が建築されているケース 

（最低敷地面積 １３５㎡の地区の例） 

下図のように、敷地 A（２００㎡）、敷地 B（６０㎡）が１筆内にあり、敷地 A を１３５㎡として、

残りの６５㎡を敷地 Bに分配して敷地設定する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０㎡ ２００㎡ １３５㎡ １２５㎡ 
敷地 A 敷地 A 敷地 B 敷地 B 

建築物 
建築物 建築物 建築物 

１３５㎡ １２５㎡ 
敷地 A 

建築物 農地 

建築物なし 

建築不可。 

建築物 

敷地 A 敷地 B 敷地 B 
６０㎡ ２００㎡ 

【
ケ
ー
ス 

①
】 

１筆２６０㎡ １筆２６０㎡ 

１筆２６０㎡ １筆２６０㎡ 

建築可能。 

既存土地確認

依頼が必要。 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のように、地区計画制定以前の敷地の利用状況により判断が分かれます。なお、最低

敷地面積に満たない敷地に建築する場合は、地区計画の届出の他に、既存土地確認依頼

書を提出する必要があります。 

 

 

 

備考 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３５㎡ １２５㎡ 
敷地 A 

建築物 建築物 建築物 建築可能。 

既存土地確認

依頼が必要。 

敷地 B 敷地 B 敷地 A 

農地 

建築物なし 

６０㎡ ２００㎡ 

【
ケ
ー
ス 

②
】 

１筆２６０㎡ １筆２６０㎡ 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

Ⅱ－３ 

 敷地面積の最低限度に満たない土地において、建築物が２筆にまたがっている場合、そ

れぞれの土地で建築物の建築は可能か。 

A                                              （R７.４．１策定） 

（最低敷地面積１３５㎡の地区の例） 

 下図のように、土地 A（１２０㎡）と土地 B（１１０㎡）が隣接しており、地区計画策定以前から

建築物が建築されている場合、それぞれの土地に建築物を建てることが可能です。 

なお、最低敷地面積を満たしていないため、地区計画の届出の他に、既存土地確認依頼

書を提出する必要があります。 

 

 

≪地区計画策定前に建築≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地区計画策定後に下図のように２筆にまたがって建築物を建築し、敷地面積の最低

限度を満たした場合は、それぞれの土地で建築物の建築はできません。 

 

≪地区計画策定後に建築≫ 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

関連条文 

 

 

土地Ａ 土地Ａ 土地Ｂ 

１１０㎡ １２０㎡ １２０㎡ 

土地Ｂ 

建築物 建築物 建築物 

１１０㎡ 

土地Ａ 土地Ａ 土地Ｂ 

１１０㎡ １２０㎡ １２０㎡ 

建築物 建築物 建築物 

土地Ｂ 

１１０㎡ 

２棟建築不可。 

建築可能。 

既存土地確認依頼が必要。 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

Ⅱ－４ 

土地区画整理事業により、換地後の土地面積が最低敷地面積を満たさない場合、建築物

の建築は可能か。 

 

 

A                                     （R2.７．６策定）（R７.４．１改正） 

（最低敷地面積 Ａ＝１３５㎡の地区の例） 

下図のように、換地後の敷地が最低敷地面積を満たさない場合は、建築することができま

す。なお、最低敷地面積に満たない敷地に建築する場合は、地区計画の届出の他に、既存

土地確認依頼書を提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

また、下図のように、最低敷地面積の規制を逃れるために、従前地を分筆したうえで、換

地を受けるものについては、この限りではありません。この場合、換地後の敷地 Aは１８０㎡

（≧１３５㎡）であるので、建築物を建築することができますが、換地後の敷地 Bについては、

建築物を建築することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

建築物 建築物 

建築物 建築物 

建築不可。 

従前の土地 
１５０㎡ 

換地後の土地 
１１０㎡ 

従前の敷地 
４００㎡ 

従前の敷地 A 従前の敷地 B 

分筆 

２６０㎡ １４０㎡ １８０㎡ 

換地後の敷地 A 換地後の敷地 B 

１００㎡ 

建築物 

換地 

換地 

建築可能。 

既存土地確認

依頼が必要。 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

Ⅱ－５ 

既存土地確認依頼書を提出する場合、どのような書類が必要となるか。 

 

A                                     （R2.７．６策定）（R７.４．１改正） 

 既存土地確認依頼では、次の書類を添付ください。 

①既存土地確認依頼書 

②案内図 

③公図の写し 

④土地登記事項証明書 

⑤建築物登記事項証明書 

⑥現況写真 

 ただし、施行中の土地区画整理事業地内においては、上記によらず、次の書類を添付くだ

さい。 

①仮換地証明書 

②位置図 

③仮換地明細図 

 

また、敷地によっては「土地登記事項証明書」に記載されている筆の情報と「実際に使用さ

れる建築物の敷地」が一致しないことがあります。（下図参照） 

このような場合には、既存の要件を確認するための資料として「地区計画の決定時点から

建物が建っていたことを確認するための資料」と「建物の敷地面積を確認するための資料」の

提出を求めることがあります。 

 

【添付書類の例】「建築物検査済証」と「確認図書（敷地求積図）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地Ａについては、敷地の面積が１３５㎡に満たないため、既存土地確認が必要となりま

す。しかし、土地登記事項証明書の情報からでは、地区計画の決定以前の状況が確認でき

ないため、「建築物検査済証」及び「確認図書（敷地求積図）」等の追加資料の提出を求める

敷地Ａ 

１００㎡ 

敷地Ｂ 

１５０㎡ 

建築物Ａ 建築物Ｂ 

【前提条件】 

敷地Ａ、Ｂ共に地区計画の決定以

前から、建築物の敷地として利用

されている。 

土地の登記の情報としては、敷地

Ａと敷地Ｂを併せて、Ｚ筆２５０㎡と

して、一筆で登記されている。 

２５０㎡の一筆で登記されている。（破線） 

建築物の敷地として実際に使用されている敷地面積 

（敷地面積の最低限度１３５㎡） 
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第２章 建築物の敷地面積の最低限度 

ことがあります。 

備考 

 既存土地確認とは、地区計画において敷地の最低面積を制限している地区で、地区計画

決定以前から建築物の敷地として使用している等の理由から適用除外を受ける際に、その

要件を確認する手続です。 

関連条文 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－１ 

壁面の位置の制限のただし書き「外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ

以下である建築物の部分」の算定方法はどう考えるか。 

A                                              （R2.７．６策定） 

中心線の長さは、「外壁の面」又は「これに代わる柱の面」に対応する「外壁の中心線」又

は「これに代わる柱の中心線」の長さで算定します。算定方法は以下の例を参照してくださ

い。 

【算定方法の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

建築確認のための基準総則・集団既定の適用事例 P２１０ 

ａ+ｂ+c≦３ｍ ａ+ｂ≦３ｍ 

道路境界線 

壁面後退線 
a c 

b 

外壁中心線 

道路境界線 

壁面後退線 

a 

外壁中心線 

ａ≦３ｍ 

ａ+ｂ≦３ｍ 

a 

b 

外壁中心線 

a 

b 

外壁中心線 

拡大図 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－２ 

バルコニー、庇及び屋外階段は、「壁面の位置の制限」の対象となるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バルコニー、屋外階段及び上部に用途が発生する庇については、「壁面の位置の制限」の

対象となります。（上図例①） 

 上部に用途が発生する庇とは、室外機を設置する場合などが該当します。（上図例②） 

 バルコニーや屋外階段が、外壁のない開放性のある柵等で構成されている場合であって

も、「壁面の位置の制限」の対象となります。 

また、パラペットの立ち上がりが著しいもの（バルコニーの床面の水下からパラペットの天

端までの高さが６０ｃｍ以上のもの）は、壁面がある状況と変わりがないことから、「壁面の位置

の制限」の対象となります。（上図例③） 

備考 

 

関連条文 

 

 

例① 例② 例③ 例④ 

制限の対象 制限の対象 制限の対象 制限の対象外 

用
途
あ
り 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－３ 

 給湯器やエアコンの室外機などの設備類は、「壁面の位置の制限」の対象となるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 給湯器やエアコンの室外機などの建築物に附属する設備は、建築設備と呼び、建築物に

該当すると建築基準法で定義されていることから、壁面の位置の制限の対象となります。 

 ただし、日常生活に最低限必要となる建築設備が設置されることを考慮し、高さが２．３ｍ以

下、かつ、床面積５㎡以下の規模の建築設備で、やむを得ず壁面後退の範囲に設置するも

のについては、「物置等」として取扱います。（地区計画では、一定規模の「物置等」は壁面

の位置の制限の対象外となります。） 

 なお、公開空地や災害通路の確保を目的として、壁面位置の制限を設けていることから、こ

れらの設備類は壁面後退の範囲内に設置しないことが望ましいです。 

 

 

備考 

建築物設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙

若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます。例えば、照明器具、

エアコンの室内機と室外機、家庭用ヒートポンプの給湯器と貯湯ユニット、受水槽や浄化槽

等が該当します。 

 

関連条文 

建築基準法第２条第３項 

建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例Ｐ４７ 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－４ 

 ウッドデッキは「壁面の位置の制限」を受けるか。 

A                                              （R2．７．６策定） 

 ウッドデッキの構造によって、取扱いが異なります。 

１．ウッドデッキに屋根等がかかる場合 

壁面後退の対象となります。壁面後退線 

までの後退が必要となります。 

ウッドデッキに建物の庇がかかる場合も、 

同様の取扱いとなります。 

 

２．ウッドデッキに手すりがある場合 

 壁面後退の対象となりません。 

ただし、ウッドデッキに付属する手すり 

に対して、「かき又はさくの構造の制限」 

がかかるため、手すりは、壁面後退線ま 

で後退するか、当該制限の範囲内で設 

置可能な構造とする必要があります。 

 

３．ウッドデッキのみの場合 

 壁面後退の対象となりません。 

 

 

 

備考 

ウッドデッキとは、建築物とは別に独立して設ける工作物で、その床のレベルが建築物の

最下階の床レベルと同程度のものとします。ただし、建築物の最下階の床レベルが敷地形状

により地盤面から著しく高い場合は、この限りでないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

関連条文 

地区計画質疑応答集ｐ．２７ Ⅳ－９「ウッドデッキは「かき又はさくの構造の制限」を受けるか。」 

 

建築物 

道路 

ウッドデッキ 

道路境界線 壁面後退線 

屋根等 

建築物 

道路 

ウッドデッキ 

道路境界線 壁面後退線 

手すり 

建築物 

道路 

ウッドデッキ 

道路境界線 壁面後退線 

最下階の床レベル 

バルコニーのような

建築物の一部は、ウ

ッドデッキではない 

一般的なウッドデッ

キのイメージ 

深基礎等で最下階の床レベルが高

く、ウッドデッキの下部を利用する場

合は、この限りでない 

制限の 

対象 

制限の 

対象外 

制限の 

対象外 

ただし手すりは、「かき

又はさくの制限」を 

受ける。 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－５ 

 壁面の位置の制限がある地区計画内において、壁面後退の範囲内に車止め等の工作物

を設置することはできるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 壁面の位置の制限がある地区計画の区域内において、壁面後退の範囲に車止め等の工

作物を設置することは、原則として可能です。 

ただし、下記の地区計画区域の商業・業務地区内において、壁面の位置の制限がある場

合は、道路沿いの壁面後退の範囲内に車止め等の工作物を、設置することはできません。 

これは、商業や業務を行う地区としてゆとりある街並み形成の観点から歩行者空間の確保や

通りのにぎわい創出を図るために制限するもので、これら工作物を含めた建築物等の計画に

おいて、景観について協議が整ったものについては、設置することが可能です。 

 【車止め等の工作物を設置できない区域がある地区計画の区域】 

・新市街地センター地区（商業・業務地区 A、B） 

・運動公園中央地区（商業・業務地区 A） 

・西平井・鰭ケ崎地区（商業・業務地区 A） 

・木地区（商業・業務地区 C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

  

関連条文 

地区計画質疑応答集ｐ．２４ Ⅳ－６「かき又はさくの構造の制限がある地区計画内におい

て、道路沿いに車止め等の工作物を設置することはできるか。」 

 

 

 

図：車止め等の例 

U字型の車止め 車止めポール 車止めブロック 



地区計画質疑応答集 

ｐ．18 

第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－６ 

 道路の隅切り部分の壁面後退は必要か。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 隅切り部分においても、原則壁面後退（下図参照）が必要となります。ただし、次の地区計

画の区域においては取扱いが異なります。 

【取扱いが異なる地区計画の名称】 

・初石第一住宅地区 

・野々下みどり台地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

壁面後退ライン 

一般的な壁面後退ライン 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－７ 

どのような車庫等が、「壁面の位置の制限」の対象となるか。 

A                                              （R2.７．６策定） 

 壁面後退線より道路側に設置できる車庫等は、「壁面の位置の制限」に関するただし書き

の規定を満たす車庫等のみです。ただし書きの規定に該当しない規模の車庫等は、庇を含

む車庫等全体を壁面後退線より敷地側に後退させてください。 

【イメージ】 

１．ただし書きの規定を満たす 

車庫等 

 ⇒壁面後退線を超えて建築 

  できます。 

 

 

２．車庫全体が壁面後退線より 

 敷地内に後退している場合 

 ⇒建築できます。 

 

 

 

３．車庫の一部が壁面後退線 

より道路側に出ている場合 

 ⇒建築できません。 

 

 

 

４．庇部分のみ壁面後退線より 

 道路側に出ている場合 

 ⇒建築できません。 

 

 

 

備考 

「壁面の位置の制限」に関するただし書きの規定を満たす車庫等とは、「車庫等で高さが 

３ｍ以下、かつ、床面積の合計３０㎡以下のもの。」をいいます。 

 

関連条文 

 

 

車庫等☆ 

☆ただし書きの規定に該当しない規模 

壁面後退線 

車庫等☆ 

☆ただし書きの規定に該当しない規模 

壁面後退線 

車庫等☆ 

☆ただし書きの規定に該当しない規模 

壁面後退線 

３０㎡超え 

３
ｍ
超
え

 

３０㎡超え 

３
ｍ
超
え

 

３０㎡超え 

３
ｍ
超
え

 

制限の 

対象外 

制限の 

対象 

制限の 

対象 

（建築可） 

（建築不可） 

（建築不可） 

車庫等※ 

※ただし書きの規定に該当する規模 

壁面後退線 ３０㎡以下 

３
ｍ
以
下

 制限の 

対象外 

（建築可） 
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第３章 壁面の位置の制限 

Ⅲ－８ 

「壁面の位置の制限」において、鉄道施設に関する適用除外規定の中にある「鉄道の敷

地内の建築物」とは、どのようなものを指すのか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 「鉄道の敷地内」とは、「都市高速鉄道」として都市計画決定し施行済みである区域の敷

地を指します。 

 「鉄道の敷地内の建築物」とは、上記の区域の敷地に建築する建築物を指し、この建築

物は、壁面の位置の制限を受けません。 

備考 

【本市の都市高速鉄道として都市計画決定され施行された区域（令和２年７月６日現在）】 

・つくばエクスプレス沿線の区域（１号常磐新線） 

 

関連条文 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－１ 

かき又はさくの構造の制限がある地区で、安全対策として高いフェンスを設置することは可

能か。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

安全対策であっても道路沿いに設置するフェンスは、かき又はさくの構造の制限を受ける

ため、高さが１．２ｍを超えるものを設置することができません。 

また、形状や素材にかかわらず道路沿いにかきやさくにあたる工作物を設置する際は、か

き又はさくの構造の制限を受けます。安全対策として網を用いた防球ネット等の工作物であ

っても高さ１．２ｍ超えて設置する場合は、道路境界線より１ｍ離れた敷地内に設置してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

備考 

かき又はさくの構造の制限における「道路沿い」とは、道路境界線より１ｍ未満の敷地の部

分の範囲を指します。 

 

関連条文 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－２ 

透視可能な素材（透明ポリカーボネート板等）で作られたフェンスやさくは透過性があるも

のと認められるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

透視可能であるだけでは、透過性があるとは判断しません。 

かき又はさくの構造の制限における「透過性」とは、透視可能であるだけでなく、一定以上

の隙間が空いており、通風できる性質を有することを要します。一定上の隙間とは、面の半分

以上が隙間（透過率５０％以上）であることをいいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

関連条文 

地区計画のルールブックの「運用基準の解説」 

 

  

透過性がない例①⇒ 

透過性がある例⇒ 

透視可能な面材だが隙間がない。 

面の半分以上の隙間がある。（透過率が５０％以上） 

透過性がない例②⇒ 

面の半分以上の隙間がない。（透過率５０％未満） 

（道路沿い設置不可） 

（道路沿い設置不可） 

（設置可能） 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－Q３ 

門扉や門柱は、かき又はさくの構造の制限をうけるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

門扉や門柱については、かき又はさくの構造の制限が適用されます。したがって、門扉や

門柱の開口率や高さを、かき・さくに準ずる構造としてください。ただし、門扉及び門柱の高さ

については、各エクステリアメーカーの呼称寸法で１．２ｍ以下であれば使用できるものと考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

 

 

 

門扉・門柱にあっては、呼称寸法で１．２ｍ以下 

１
．
２
ｍ
以
下

 

※宅地地盤面からの高さ 

門扉・門柱 フェンス等 生垣・植栽 

（構造の制限なし） 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－４ 

 機能門柱を、道路沿いに設置することは可能か。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 機能門柱等については、宅地地盤面から１．５ｍ以下かつその幅が０．５ｍ以下の工作物で

ある場合、かき又はさくの構造の制限は受けないものとし、道路沿いに設置できるとして取り

扱います。ただし、高さが１．５ｍを超えるもの、幅が０．５ｍを超えるもの及び機能門柱等を複

数並べることで、かき・さくと同じ効果をもつ場合にあっては、かき又はさくの構造の制限を受

けるものとして取り扱います。（かき又はさくの構造の制限に合致しないものは、道路沿いに

は設置できません。道路境界線から１ｍ以上離して設置してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 機能門柱等とは、表札、インターホン、ポスト、宅配ボックスを設置するために設ける柱及び

これに準ずる既製品とします。コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の工作物に表札

等を設置する工作物は、「門に付属する門袖」として取り扱います。（道路沿いに設置不可） 

関連条文 

地区計画質疑応答集ｐ．２３ Ⅳ－５「門に付属する門袖」とは、どのようなものを指すか。」 

 

表札 

〒 

〒 

表札 

H
：１
．
５
ｍ
以
下

 

宅盤面▼ 

〒 

表札 

H
:１
．
５
ｍ
超
え

 

宅盤面▼ 

道路沿いに設置できる。 かき又はさくの構造の制限を受ける。 

（道路沿いに設置できない構造の場合は、

道路境界線から１ｍ以上離して設置） 

設置 

複数並べる W:０．５ｍ以下 W:０．５ｍ超え 

制限の 

対象 

制限の 

対象外 

（設置可能） （道路沿い 

設置不可） 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－５  

「門に付属する門袖」とは、どのようなものを指すか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

かき又はさくの構造の制限の緩和規定のなかに、「門に付属する門袖」に関する緩和規定

を設けています。 

これは、門扉の支柱のためや、門扉を隠すために必要最低限設置する門袖を対象とした

緩和規定であることから、門扉をもたない門袖については、緩和規定の対象でないと解釈し

ます。（制限を受けます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

 

門扉 ２ｍ以内 ２ｍ以内 

門袖 門袖 

１
．
２
ｍ
以
下
※

 

※道路面からの高さ 

【制限の対象とならない「門に付属する門袖」の例】 

【制限の対象となる「門に付属する門袖」の例】 

門扉をもたない門袖① 

表札 

門扉をもたない門袖② 

制限の 

対象 

制限の 

対象外 

（設置可能） 

（道路沿い 

設置不可） 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－６ 

 かき又はさくの構造の制限がある地区計画内において、道路沿いに車止め等の工作物を

設置することはできるか。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 車止め等の工作物については、原則かき又はさくの構造の制限の適用を受けないものとし

て取り扱うため、設置することができます。しかし、下記のように複数の車止め等を並べたり、

既製品を改造して高くしたりして、車止め以外の目的で設置される場合は、かき又はさくの構

造の制限を受けることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 地区計画質疑応答集ｐ．１５ Ⅲ－５「壁面の位置の制限がある地区計画内において、壁面

後退の範囲内に車止め等の工作物を設置することはできるか。」 

 

  

間隔がおおむね１．５ｍ以下の場合 

既製品をかさ上げしたり、

改造して高くする場合 

図：かき・さくの構造の制限を受けることがあるものの例 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－７ 

 店舗の看板や駐車場誘導標示は、かき又はさくの構造の制限対象となるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 店舗の看板や駐車場誘導標示は、工作物であるため、原則かき又はさくの構造の制限対

象とはなりません。 

ただし、かき又はさくの構造の制限は、統一感あるまちなみを形成すること、災害時の倒壊

等の危険性を抑制することです。この観点からこれらの工作物についても、道路境界線から

１ｍ以上後退させる又は高さを１．２ｍ以下に抑えることが望ましいと考えます。 

 また、店舗の看板や駐車場誘導標示は「屋外広告物」に該当し、屋外広告物法や景観法

といった別の法令による規制があることから、設置に際しては地区計画の届出とは別に手続

してください。 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

【主な関係法令】 

・屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号） 

・流山市広告物条例（平成３１年流山市条例第３９号） 

・景観法（平成１６年法律１１０号） 

・流山市景観条例（平成１９年流山市条例第４８号） 

・流山市景観計画 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－８ 

「かき又はさくの構造の制限」の適用除外項目の一つである、「土地区画整理事業の工事

及び土地区画整理事業による建築物の移転等によるもの」とは、どのようなものが該当するの

か。 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

「かき又はさくの構造の制限」の適用除外項目の一つである、「土地区画整理事業の工事

及び土地区画整理事業による建築物の移転等によるもの」とは、それぞれ下記のとおりで

す。 

・「土地区画整理事業の工事」 

 土地区画整理事業により、既存のかき又はさく（塀等）の全部若しくは一部が、事業におい

て事業者が直接施行する工事をいいます。 

・「土地区画整理事業により建築物の移転等によるもの」 

 土地区画整理事業において建築物の移転等が行われることに伴い、既存のかき又はさく

（塀等）の移設を認めるものです。 

 なお、移転等に伴い、更地にした場合は、新規となることから再築は認められません。 

 ※例えば、前面道路が土地区画整理事業により拡幅され、既存のかき又はさく（塀等）の一

部が土地区画整理事業により移築する場合においても、「かき又はさくの構造の制限」の適

用除外とします。 

備考 

 

関連条文 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－９ 

ウッドデッキは「かき又はさくの構造の制限」を受けるか。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 ウッドデッキは、かき又はさくの構造の制限は受けません。しかし、ウッドデッキに設ける手

すりは、かき又はさくの構造の制限の対象となります。 

このとき、ウッドデッキが地面に接している高さを宅地地盤面として、かき又はさくの高さを

算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

地区計画質疑応答集ｐ．１４ Ⅲ－４「ウッドデッキは「壁面の位置の制限」を受けるか。」 

 

  

建築物 

手すり 

高さ１．２ｍ以下 

透過率５０％以上 

道路境界より１ｍ 道路境界線 

宅地地盤面 

道路沿いの範囲 

ウッドデッキ 
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－１０  

道路に面して平行でないかき又はさくの構造の制限の取扱いについて。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

道路に面して平行でないかき又はさくであっても設置する際は、原則、かき又はさくの構造

の制限を受けます。 

ただし、道路境界線に対して、４５度以上９０度未満の角度である場合は、下記の条件を満

足する構造であれば設置することができるものとして取扱います。 

（条件） 

１．フェンス又はさくの高さは、宅地地盤面から１．２ｍ以下とする。 

２．ブロック積みの構造の場合は、道路面からの高さが１．２ｍ以下かつ建築基準法施行令

第６２条の８の規定を満足する安全な構造物であることとする。 

３．鉄筋コンクリート造の場合は、道路面からの高さが１．２ｍ以下かつ建築基準法施行令第

７２条、同第７５条及び同第７９条の規定を満足する安全な構造物であることとする。 

なお、道路に対して９０度（直角）に設けたものは、かき又はさくの構造の制限は受けませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

関連条文 

 

 

道路 

道路境界線 

かき・さくにあたる構造物 
道路境界に対して４５度未満の

範囲 

⇒通常のかき又はさくの構造の

制限 

道路境界に対して 

４５度以上９０度未満の範囲 

⇒上記の条件を満足すれ

ば、設置条件緩和 

道路境界に対して９０度の場合 

⇒かき又はさくの構造の構造の

制限は受けない。 

敷地 

１
ｍ
未
満
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第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－１１ 

建築物の地盤面とかき又はさくが設置されている地盤面の高さが異なる場合の宅地地盤

面の取り方について。 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 かき又はさくが設置されている部分の地盤面の高さを、宅地地盤面とします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ただし、フェンスを高くするため意図的に、設置部分の地盤面をかさ上げする場合等は、

下記右図で示す部分を宅地地盤面とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

道路境界線 

建築物 高さ１．２ｍ以下 

宅地地盤面 

道路境界線 

建築物 

高さ１．２ｍ以下 

宅地地盤面 

道路境界線 

建築物 
高さ１．２ｍ以下 

道路境界線 

建築物 高さ１．２ｍ以下 

宅地地盤面 

意図的なかさ上げ かさ上げしていない部分を、

宅地地盤面とする。 



地区計画質疑応答集  

ｐ．32 

第４章 かき又はさくの構造の制限 

Ⅳ－１２ 

建築物の敷地より道路面が高い場合のかき又はさくの構造の制限の取扱いについて。 

 

 

 

 

A                                              （R2.７．６策定） 

 建築物の敷地よりも道路面が高い場合で、その道路沿いに転落防止目的で設けるかき又

はさくの構造については、その道路面（道路の中心高さ）を、宅地地盤面とみなすことができ

るものとします。 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

関連条文 

 

 

 

 

 

道路境界線 

建築物 

高さ１．２ｍ以下 
宅地地盤面＝道路面 

道路 


